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【届出の対象とした募集有

価証券の種類】

有価証券信託受益証券

【届出の対象とした募集金額】 申込期間（2020年８月５日から2021年９月３日まで）

各本受益権（以下に定義する。）ごとに、500億円を上限とする。

＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出する

ことによって更新される。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年７月20日付で提出した有価証券届出書（訂正を含む。）の記載事項について、2021年５月18日に野

村ホールディングス株式会社が臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、関連する事項を訂正するた

め、本訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第五部　提出会社の保証会社等の情報

第２　保証会社以外の会社の情報

２　継続開示会社たる当該会社に関する事項

（１）　当該会社が提出した書類

 

３【訂正箇所】

（注）訂正箇所は、＿＿罫で示しております。

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

第２【保証会社以外の会社の情報】

２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。

（１）【当該会社が提出した書類】

 

＜訂正前＞

①【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度（第116期）（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

2020年６月30日　関東財務局長に提出

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度（第117期第３四半期）（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）

2021年２月15日　関東財務局長に提出

 

③【臨時報告書】

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月18日）までに、2021年３月３日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第９号）

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月18日）までに、2021年３月29日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第19号）

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月18日）までに、2021年４月27日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第12号）
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①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月18日）までに、2021年５月７日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第１号）

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月18日）までに、2021年５月17日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第１号）

 

④【訂正報告書】

訂正報告書（上記③の2021年３月29日付の臨時報告書の訂正報告書）を2021年４月27日に関東財務局

長に提出

 

＜訂正後＞

①【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度（第116期）（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

2020年６月30日　関東財務局長に提出

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度（第117期第３四半期）（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）

2021年２月15日　関東財務局長に提出

 

③【臨時報告書】

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月19日）までに、2021年３月３日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第９号）

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月19日）までに、2021年３月29日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第19号）

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月19日）までに、2021年４月27日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第12号）

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月19日）までに、2021年５月７日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第１号）

①の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日（2021年５月19日）までに、2021年５月17日　関東

財務局長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第１号）

 

④【訂正報告書】

訂正報告書（上記③の2021年３月29日付の臨時報告書の訂正報告書）を2021年４月27日に関東財務局

長に提出

訂正報告書（上記③の2021年３月29日付の臨時報告書の訂正報告書）を2021年５月18日に関東財務局

長に提出
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